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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 半 導 体 デ バ イ ス 製 造 プ ラ ン ト に お け る 複 数 の 処 理 設 備 に 対 し て 、 気 体 、 液 体 、 又 は 固 体
か ら な る 同 一 種 類 の 物 質 を 供 給 す る 物 質 供 給 シ ス テ ム に お い て 、
　 物 質 の 供 給 ソ ー ス と 、
　 供 給 ソ ー ス か ら の 物 質 の 複 数 の 処 理 設 備 へ の 供 給 を 制 御 す る 制 御 装 置 で あ っ て 、 複 数 の
処 理 設 備 で 現 在 使 用 中 の 物 質 の 総 和 が 、 供 給 ソ ー ス か ら 供 給 可 能 な 量 を 超 え な い よ う に 、
処 理 設 備 で の 物 質 の 供 給 開 始 時 点 を 制 御 す る 制 御 装 置 と
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 物 質 供 給 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 物 質 供 給 シ ス テ ム に お い て 、 複 数 の 処 理 設 備 の 少 な く と も ２ つ の 処 理 設
備 は 、 物 質 の 使 用 開 始 を 要 求 す る た め の 使 用 要 求 信 号 、 又 は 、 使 用 要 求 信 号 及 び 使 用 の 終
了 又 は 終 了 予 告 を 通 知 す る た め の 使 用 終 了 信 号 を 、 制 御 装 置 に 通 知 す る よ う 構 成 さ れ て お
り 、
　 制 御 装 置 は 、 少 な く と も １ つ の 処 理 設 備 が 物 質 を 使 用 中 に 、 該 物 質 に 関 す る 使 用 要 求 信
号 を 他 の 処 理 設 備 か ら 受 け 取 っ た と き 、 供 給 ソ ー ス か ら の 物 質 の 供 給 可 能 量 を 超 え な い と
判 定 し た 場 合 に 、 該 他 の 処 理 設 備 に 物 質 の 使 用 を 可 能 す る た め の 使 用 許 可 信 号 を 通 知 す る
よ う 構 成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 物 質 供 給 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 デ バ イ ス 製 造 プ ラ ン ト に お け る 複 数 の 処 理 設 備 に 対 し て 、 気 体 、 液 体 、 又 は 固 体
か ら な る 同 一 種 類 の 物 質 を 供 給 す る 物 質 供 給 シ ス テ ム に お い て 、
　 物 質 の 供 給 ソ ー ス と 、
　 供 給 ソ ー ス か ら の 物 質 の 複 数 の 処 理 設 備 へ の 供 給 を 制 御 す る 制 御 装 置 で あ っ て 、 複 数 の
処 理 設 備 で 同 時 に 物 質 が 使 用 さ れ な い よ う に 、 処 理 設 備 で の 物 質 の 使 用 開 始 時 点 を 制 御 す
る 制 御 装 置 と
か ら な る こ と を 特 徴 と す る 物 質 供 給 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 物 質 供 給 シ ス テ ム に お い て 、
　 複 数 の 処 理 設 備 の 内 の 少 な く と も ２ つ の 処 理 設 備 は 、 物 質 の 使 用 開 始 を 要 求 す る た め の
使 用 要 求 信 号 及 び 使 用 の 終 了 又 は 終 了 予 告 を 通 知 す る た め の 使 用 終 了 信 号 を 、 制 御 装 置 に



通 知 す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
　 制 御 装 置 は 、 少 な く と も １ つ の 処 理 設 備 が 物 質 を 現 在 使 用 中 の と き に 、 該 物 質 の 使 用 要
求 信 号 を 他 の 処 理 設 備 か ら 受 け 取 っ た と き に 、 使 用 中 の 処 理 設 備 か ら 使 用 終 了 信 号 を 受 け
取 る ま で 、 使 用 要 求 信 号 を 発 し た 処 理 設 備 に 対 す る 物 質 使 用 を 可 能 す る た め の 使 用 許 可 信
号 の 通 知 を 待 機 す る よ う 構 成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 物 質 供 給 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ い ず れ か に 記 載 の 物 質 供 給 シ ス テ ム に お い て 、
　 物 質 の 供 給 ソ ー ス は 、 複 数 の 水 質 グ レ ー ド の 純 水 を 製 造 す る 純 水 製 造 装 置 で あ り 、
　 制 御 装 置 は 、 処 理 設 備 へ の 純 水 供 給 を 、 グ レ ー ド 毎 に 制 御 す る よ う 構 成 さ れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 物 質 供 給 シ ス テ ム 。
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